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〔参考８〕重大事故等発生後の長期安定冷却手段について 

重大事故等時の原子炉格納容器除熱としては，原子炉格納容器を最高

使用温度以下に除熱することを基本としている。重大事故等時，代替循

環冷却系を使用することにより原子炉格納容器内温度を 100℃未満に低

下させることができる。 

しかし，残留熱除去系熱交換器が使用できない場合は，代替循環冷却

系も使用できなくなるが，この場合には格納容器ベントを行うことによ

り原子炉格納容器除熱を行う。格納容器ベントによる除熱では，サプレ

ッション・プール水温が飽和状態で維持されることとなるため，サプレ

ッション・プール水温を 100℃未満にできず，サプレッション・プール最

高使用温度近くで長期間推移することとなる。 

そのため，原子炉格納容器温度低減対策として残留熱除去系熱交換器

が使用できない場合の除熱手段を検討した。検討に当たっては事故発生

30 日後の崩壊熱が除去可能であることを目標とした。 

重大事故等時，格納容器ベントによる原子炉格納容器除熱を実施して

いる場合，残留熱除去系を補修により復旧し，原子炉格納容器の除熱を

実施するが，残留熱除去系の機能回復が困難な場合を想定し，可搬ポン

プ及び可搬型熱交換器を用いた除熱手段である「可搬型原子炉格納容器

除熱系統による原子炉格納容器除熱」を構築する。 
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可搬型原子炉格納容器除熱系による原子炉格納容器除熱 

＜実現可能性＞ 

重大事故等時，格納容器ベントによる原子炉格納容器除熱を実施して

いる場合，残留熱除去系を復旧し，サプレッション・プール水の冷却を

実施する。また，残留熱除去系の復旧が困難な場合には，可搬設備等に

より構成される可搬型原子炉格納容器除熱系統による原子炉格納容器除

熱を構築する。 

この対応には，可搬型設備を運搬・設置する等の作業を伴うが，事前

に可搬型設備等を準備しておくことにより，1 ヵ月程度で系統を構築す

ることが可能であると考えられる。 

可搬型原子炉格納容器除熱系統のうち，可搬ポンプの吸込み箇所は，

原子炉隔離時冷却系ポンプ入口逆止弁とし，耐熱ホースで接続する構成

とする。可搬ポンプの吐出については，耐熱ホースを用いて原子炉建屋

原子炉棟大物搬入口に設置する可搬型熱交換器と接続する構成とする。

可搬型熱交換器の出口側については低圧代替注水系（可搬型）の逆止弁

と耐熱ホースで接続する構成とする。可搬型熱交換器の二次系について

は，可搬型代替注水大型ポンプにより海水を通水できる構成とする。 
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図 1 可搬型原子炉格納容器除熱系統の系統概略図 
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表 1 可搬型原子炉格納容器除熱系統の構築に必要な作業 

作業 所要期間 

原子炉隔離時冷却系ポンプ入口逆止弁と低圧代替

注水系（可搬型）逆止弁の上蓋等取外し，耐熱ホー

ス取付 これらの作業は，１ヵ月

程度で準備可能と考え

ている。 可搬ポンプ準備 

可搬型熱交換器準備 

通水試験等 
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＜効果＞ 

「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷

却系を使用できない場合）」において，事象発生約 30 日後まで格納容器ベント

による除熱を行った後，可搬型原子炉格納容器除熱系統による除熱とした場合

の原子炉格納容器パラメータ推移を評価した。ここで可搬型原子炉格納容器除

熱系統の流量は，事故発生 30 日後の崩壊熱除去相当以上の流量として 100m３／

h とし，低圧代替注水系（常設）等による原子炉注水及び格納容器ベントを停

止するとともに，原子炉格納容器内が負圧となることを防止及び原子炉格納容

器内の不活性化のために，可搬型窒素供給装置により原子炉格納容器内へ窒素

を注入（総注入流量 200m３／h）する。 

図 2～4 に原子炉格納容器圧力，原子炉格納容器気相部温度，サプレッショ

ン・プール水温の推移を示す。図 3 及び図 4 に示すとおり，可搬型原子炉格納

容器除熱系により，原子炉格納容器気相部温度，サプレッション・プール水温

を低減させることができる。 

なお，本評価のように，格納容器圧力逃がし装置により格納容器圧力が低下

している状態では，格納容器ベント実施時に原子炉格納容器内の非凝縮性ガス

は排出され，原子炉格納容器内は崩壊熱により発生する蒸気で満たされる状態

となる。こうした状況において除熱系（可搬型原子炉格納容器除熱系統）の運

転を開始する場合，サプレッション・プール水温が 100℃を下回ると，飽和蒸

気圧に従い原子炉格納容器圧力は負圧となる可能性がある。よって，可搬型原

子炉格納容器除熱系統の運転を開始する前には，原子炉格納容器内が負圧とな

ることを防止及び原子炉格納容器内の不活性化のために，原子炉格納容器内へ

窒素を注入する。  
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図 2 原子炉格納容器圧力の推移 

図 3 原子炉格納容器気相部温度の推移 
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可搬型原子炉格納容器除熱系統の運転を 30 日後（720 時間後）に開始し，

同時に格納容器ベント停止及び原子炉格納容器への窒素注入を開始 

原子炉格納容器圧力が 310kPa[gage]に到達した後，窒素注入は停止 

格納容器酸素濃度（ドライ条件）4.3vol％到達

にて格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器除熱操作を実施（約 45 日後） 

可搬型原子炉格納容器除熱系統の運転を 30 日後（720 時

間後）に開始することによるサプレッション・チェンバの

温度低下 

ドライウェルの温度は，格納容器ベント停止に伴い，原子

炉圧力容器からの放熱による加熱の寄与が大きくなるた

め上昇するが，その後，200℃以下で下降傾向となる 
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図 4 サプレッション・プール水温度の推移 

＜系統成立性評価＞ 

可搬型原子炉格納容器除熱系統は，事故発生 30 日後の崩壊熱相当（約

5.7MW）を除熱できる設計とし，本章ではその系統成立性評価を示す。 

評価に当たっては「①可搬ポンプの NPSH（Net Positive Suction Head）評

価」で原子炉建屋原子炉棟地下 2 階に設置する可搬ポンプの必要 NPSH が，系

統圧力損失を考慮して有効 NPSH を満足することを確認する。次に「②流量評

価」で系統圧力損失を考慮して，本系統で確保可能な系統流量を評価し，その

流量で可搬熱交器による除熱可能な除熱量を「③除熱量評価」で示し，本系統

が事故発生 30 日後の崩壊熱相当（約 5.7MW）を除熱できることを確認し，系

統成立性を示す。 

① ポンプの NPSH 評価

ポンプがキャビテーションを起こさず正常に動作するためには，流体圧力や

吸込配管圧力損失等により求められる「有効 NPSH」が，ポンプの「必要

可搬型原子炉格納容器除熱系統の運転を 30 日後（720

時間後）に開始することによるサプレッション・プー

ル水の温度低下
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NPSH」と同等かそれ以上であること（有効 NPSH≧必要 NPSH）を満足する必要

がある。 

このため，本評価では図 5 の系統構成を想定し，原子炉格納容器内圧力（サ

プレッション・チェンバ），サプレッション・プール水位と可搬ポンプ軸レベ

ル間の水頭差，吸込配管（原子炉隔離時冷却系配管及び耐熱ホース）圧力損失

により求められる有効 NPSH と，可搬ポンプの必要 NPSH を比較することで，ポ

ンプの成立性を確認する。 

有効 NPSH の評価式は以下のとおりであり，評価結果は表 2 に示すとおり，

ポンプの NPSH 評価は成立する。 

有効 NPSH ＝ Pa － Pv ＋ H － ΔH 

  Pa ：水源気相部の圧力［m］ 

  Pv ：ポンプ入口温度での飽和蒸気圧力［m］ 

  H  ：静水頭（水源水位～ポンプ）［m］ 

  ΔH：ポンプ吸込ラインの圧力損失［m］ 

図 5 可搬型原子炉格納容器除熱系統の NPSH 評価 

原子炉格納容器

原子炉
圧力容器

サプレッション・プール

既設系統

既設系統

ストレーナ

可搬ポンプ

可搬型熱交換器

可搬ホース

ΔH

Pa
PｖH

サプレッション・チェンバ
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表 2 NPSH 評価結果 

項目 評価条件 設定根拠 

Pa 
サプレッション・チェン

バ圧力（水頭換算値）
14.6m 

安全解析における事故発生 30 日後のサプレ

ッション・チェンバ圧力（0.143MPa）の水

頭換算値 

Pv 
可搬ポンプ入口温度での

飽和蒸気圧（水頭換算値） 
14.6m 

安全解析における事故発生 30 日後のサプレ

ッション・プール水飽和温度 110℃での飽和

蒸気圧 

H 

サプレッション・プール

水位と可搬ポンプ軸レベ

ル間の水頭差
約 5.9m 

サプレッション・プール水位は通常最低水

位（EL.2.9m）とし，可搬ポンプ軸レベルは

原子炉建屋原子炉棟地下 2 階床上 1m を想定

し EL.－3.0m とする。

ΔH 

吸込配管圧損 

（原子炉隔離時冷却系配

管） 

原子炉隔離時冷却系ストレーナ～耐熱ホー

ス取付箇所までの配管の圧損（100m３／h）

吸込配管圧損 

（耐熱ホース） 

可搬ポンプ吸込み側の耐熱ホースの圧損

（100m３／h） 

原子炉隔離時冷却系スト

レーナ圧損

原子炉隔離時冷却系ストレーナの圧損

（100m３／h） 

合計 配管，ホース，ストレーナ圧損合計 

有効 NPSH Pa－Pv+H－ΔH 

必要 NPSH 可搬ポンプの必要 NPSH 

成立性評価 〇 有効性 NPSH＞必要 NPSH 
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② 流量評価 

可搬ポンプ及び可搬型熱交換器を用いた可搬型原子炉格納容器除熱系統の系

統流量は，後述する評価により 100m３／h 以上確保可能であることを確認して

いる。本章では，その評価結果について示す。 

流量確認方法としては，可搬ポンプの「性能曲線」（揚程と流量の関係図）

と図 1 の系統構成を想定した場合の「システム抵抗曲線」との交点が，ポンプ

の動作点となるため，そのポンプの動作点の流量を確認する。 

その結果は図 6 に示すとおり，100m３／h 以上確保可能であることを確認し

た。参考として，系統流量 100m３／h 時の圧力損失を表 3 に示す。 

図 6 可搬型原子炉格納容器除熱系統の流量評価結果 
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表 3 圧力損失内訳 

流量 100m３／h 

配管・弁類圧力損失 常設ライン 

耐熱ホース 

可搬型熱交換器 

静水頭 水源 EL.2.9m 

（通常最低水位） 

注水先 

圧力差 水源 0.465MPa 

注水先 0.920MPa 

約 46.4m 

システム抵抗（圧力損失）
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③ 除熱量評価

②の評価結果のとおり，可搬型原子炉格納容器除熱系統の流量は 100m３／h

以上確保可能であることから，そのときの系統の除熱量を評価した。 

評価条件は表 4 に示すとおりであり，可搬型熱交換器の性能及び可搬型代替

注水大型ポンプによる海水側の条件を踏まえて本系統の除熱量を評価したとこ

ろ，事故発生 30 日後の崩壊熱相当（約 5.7MW）を除熱できることを確認し

た。 

表 4 可搬型熱交換器の除熱量評価条件 

可搬型熱交換器 

淡水系 
1 次側入口温度 100℃ 

1 次側流量 100m３／h 

海水系 
海水温度 32℃ 

海水流量 300m３／h 

図 8 可搬型原子炉格納容器除熱系統の除熱量評価図 

以上の「①ポンプの NPSH 評価」，「②流量評価」及び「③除熱量評価」の結果か

ら，可搬型原子炉格納容器除熱系統は事故後 30 日後の崩壊熱相当（約 5.7MW）を

サプレッ
ション

・チェンバ

可搬ポンプ

可搬型熱交換器

可搬型代替注水大型ポンプ

海水
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除熱するための系統流量が確保可能なシステムであることを確認した。 
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＜具体的な手順の概要＞ 

（１）可搬型原子炉格納容器除熱系統の概要

可搬ポンプ，可搬型熱交換器を用いた可搬型原子炉格納容器除熱系統の概要

を以下に示す。 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室（EL.－4.0m）の原子炉隔離時冷却系ポンプの

入口逆止弁の上蓋及び弁体を取り外し，上蓋フランジに耐熱ホースが接続でき

る仮蓋を取り付け，その仮蓋に耐熱ホースを接続する。原子炉隔離時冷却系ポ

ンプの入口逆止弁に取り付けた耐熱ホースを，原子炉隔離時冷却系ポンプ室に

設置した可搬ポンプの吸込側フランジに連結し，可搬ポンプ吐出側フランジに

取り付けた耐熱ホースを原子炉建屋原子炉棟 1 階大物搬入口（EL.8.2m）に設

置した可搬型熱交換器入口側フランジに連結する。また，低圧代替注水系（可

搬型）の低圧代替注水系逆止弁（EL.20m）の上蓋及び弁体を取り外し，上蓋フ

ランジに耐熱ホースが接続できる仮蓋を取り付け，その仮蓋に耐熱ホースを接

続し，可搬型熱交換器出口側フランジに連結する。 

このように系統を構成することで，サプレッション・プール水を可搬ポンプ

及び可搬型熱交換器を用いて原子炉圧力容器に注水することが可能となる。可

搬型原子炉格納容器除熱系統を構成する耐熱ホース等は，作業時の被ばく線量

を考慮した配置に設置する。 

なお，可搬型原子炉格納容器除熱系統の使用に当たっては，汚染したサプレ

ッション・プール水を通水する前に，可搬型代替注水大型ポンプを用いて非汚

染水による水張りを実施し，可搬部位の健全性確認を行う。図 9 に系統水張り

の概要図を示す。 

また，可搬型熱交換器の二次系については，屋外に可搬型代替注水大型ポン

プとホースを配備して連結し，可搬型代替注水大型ポンプを起動することで海

水を通水する。 
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系統水張りによる健全性確認が完了した後，原子炉隔離時冷却系ポンプのサ

プレッション・チェンバ側入口弁を開操作し，低圧代替注水系（可搬型）から

原子炉圧力容器へ注水し循環することにより除熱する。 

系統を構成する機器の配置イメージを図 10 に示す。また，系統を構成する

機器の仕様等は表 5 のとおりである。 

図 9 可搬型代替注水大型ポンプを用いた系統水張り概要図 
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図 10－1 機器配置図（1／5）
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図 10－2 機器配置図（2／5） 
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図 10－3 機器配置図（3／5） 
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図 10－4 機器配置図（4／5） 
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図 10－5 機器配置図（5／5） 
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表 5 可搬型格納容器除熱系の機器仕様 

構成機器 仕様等 備考 

可搬機器 

耐熱ホース（フレ

キシブルメタルホ

ース） 

※弁接続部の仮蓋

含む 

口径 150A 

圧力 2.1MPa 以上 

温度 110℃ 

－ 

可搬ポンプ 

容量 約 100m３／h 

全揚程 約 135m 

－ 

可搬型熱交換器 

除熱量 5.7MW 以上 － 

可搬型代替注水大

型ポンプ 容量 約 1，380m３／h 

全揚程 約 135m 

－ 

※機器図は一般例を示すものである。

※詳細設計に伴い機器仕様の変更が必要な場合は，仕様を変更する。
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（２）作業に伴う被ばく線量 

炉心損傷で発生した汚染水はサプレッション・プール水中にあるが，原子炉

隔離時冷却系については，サプレッション・チェンバ側のポンプ入口弁が通常

時開となっているため，原子炉隔離時冷却系ポンプ入口逆止弁にはサプレッシ

ョン・プール水が流入していることが考えられる。ただし，原子炉隔離時冷却

系については，運転している場合には炉心損傷を防止でき，運転が停止した後

に炉心損傷に至ることが考えられる。このため，炉心損傷によってサプレッシ

ョン・プール水が汚染する段階では，原子炉隔離時冷却系の系統内は流動がな

い状態であり，汚染したサプレッション・プール水が作業エリアに敷設されて

いる配管系まで流入しないことも考えられる。 

また，低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水貯槽等を水源とする系統であ

り，低圧代替注水系逆止弁が直接汚染水に接することはない。 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室内（EL.－4.0m）における原子炉隔離時冷却系

ポンプ入口逆止弁付近の雰囲気線量は，原子炉格納容器からの漏えいに起因す

る室内の空間線量率及び線源配管からの直接線による線量率により約 7.4mSv

／h となる。（参考 8－補足 1 参照） 

低圧代替注水系（可搬型）の低圧代替注水系逆止弁（EL.20m）付近の雰囲気

線量は，原子炉格納容器からの漏えいに起因する室内の空間線量率及び線源配

管からの直接線による線量率により約 4.1mSv／h となる。（参考 8－補足 1 参

照） 

原子炉建屋原子炉棟の大物搬入口における可搬型熱交換器設置箇所

（EL.8.2m）の雰囲気線量は，原子炉格納容器からの漏えいに起因する室内の

空間線量率及び線源配管からの直接線による線量率により約 1.3mSv／h とな

る。（参考 8－補足 1 参照） 
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これらの作業については，準備作業，後片付けを含めて作業時間は，約 13

時間程度（6 人 1 班で作業）と想定しており，必要に応じて遮蔽等の対策を行

い，作業員の交代要員を確保し，交代体制を整えることで実施可能である。 

(３)フランジ部からの漏えい発生時の対応 

系統のフランジ部からの漏えい発生等の異常を検知した場合は，直ちに可搬

ポンプを停止し，可搬型代替注水大型ポンプからの非汚染水によりフラッシン

グを実施する。 

フラッシングにより現場へのアクセスが可能になった後，増し締め等の補修

作業を実施する。 

非汚染水によるフラッシングの系統イメージを図 11 に示す。 

図 11 可搬型代替注水大型ポンプを用いたフラッシング 
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Ⅰ．可搬型原子炉格納容器除熱系統による循環運転で使用した弁を全て全

閉する。 

Ⅱ．低圧代替注水系（可搬型）の注水ラインの弁を開操作し，低圧代替注

水系逆止弁接続の耐熱ホース及び可搬ポンプを逆流し，原子炉隔離時

冷却系ミニフロー弁を開操作することで，サプレッション・チェンバ

へ流入し，系統をフラッシングする。 

Ⅲ．サプレッション・プール水位が格納容器ベントライン水没レベルに達

しない範囲で，空間線量が下がるまでフラッシングを実施する。 

Ⅳ．フラッシングにより漏えいフランジ近辺の空間線量が十分低下した場

合，漏えいフランジ部にアクセスする。 

Ⅴ．漏えいフランジの増し締めを行い，系統を復旧する。 
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参考 9－補足 1 

作業エリアの線量評価について 

各作業エリアにおける線量評価は「原子炉格納容器からの漏えいに起因する

室内の線量率」と「線源配管からの直接線による線量率」の寄与を合わせて評

価するものとする。 

１．評価の方法 

（１）原子炉格納容器から漏えいに起因する線量率 

原子炉建屋原子炉棟内の区域の線量率は，「雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温）」において，格納容器ベントを実施した場合の事故

発生 30 日後の原子炉建屋原子炉棟内の放射能量を考慮し，サブマージョンモ

デルにより計算する。原子炉格納容器から漏えいした放射性物質は原子炉建屋

原子炉棟内に一様に分散しているものとし，原子炉建屋原子炉棟内から環境中

への漏えいは非常用ガス処理系の運転を考慮し 1 回／日として計算した。表 1

に各作業エリア空間容積を示す。 

D � 6.2 � 10 １４・
Qγ

V /	
Eγ・ 1 	 e μ・ ・3600

ここで， 

Ｄ   ：放射線量率（Gy／h） 

6.2×10－１４ ：サブマージョンモデルによる換算係数 
・ ３・

・ ・

Ｑγ  ：原子炉建屋内放射能量 

（Bq：γ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値） 
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ＶＲ/Ｂ  ：原子炉建屋原子炉棟内の区域の気相部容積（85,000m３） 

Ｅγ   ：γ線エネルギ（0.5MeV／dis） 

μ   ：空気に対するγ線のエネルギ吸収係数（3.9×10－３／m） 

Ｒ   ：評価対象エリアの空間容積と等価な半球の半径（m） 

ＶＯＦ   ：評価対象エリアの容積 

R � 3・V
2・π

表 1 各作業エリア空間容積 

作業エリア 作業エリアの空間容積（VＯＦ） 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室内 5,100m３

低圧代替注水系逆止弁付近 10,000m３

大物搬入口 3,500m３

（２）線源配管からの直接線による線量率 

図 1 に示すとおり，炉心損傷により発生する汚染水は，原子炉格納容器貫通

部とサプレッション・プール側一次隔離弁までの配管に存在することになるた

め，当該配管は線源となる。線源配管からの直接線による線量率は，必要な遮

蔽対策を実施することによって，約 10mSv／h 以下に低減させる。線量率はＱ

ＡＤコードを用いて図 1 中の評価モデルの体系により評価を実施した。表 2 に

線源配管からの直接線の寄与を 10mSv／h 以下とするために必要な鉛遮蔽の厚

さを示す。 
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＜作業対象，評価点，線源配管の配置概要図＞ 

図１ 線量評価概念図 

表 2 線量率評価条件 

作業エリア 

線源 

（サプレッション・プール

～隔離弁までの配管長さ） 

線源から評価点まで

の距離 

線源配管からの

直接線による線

量率を約 10mSv

／h 以下にする

ために必要な鉛

遮蔽厚さ 

原子炉隔離時冷

却系ポンプ室
約 10m※１ 約 1m 約 10cm 

※１：実際は 3m 程度だが保守的に設定 
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 また，低圧代替注水系逆止弁付近，大物搬入口付近には格納容器圧力逃がし

装置の入口配管が存在する。線量率評価条件を表 3 に示す。 

表 3 線量率評価条件 

作業エリア 線源長さ 線源から評価点までの距離 

低圧代替注水系

逆止弁付近
約 10m※１ 約 7.6m 

大物搬入口 約 10m※１ 約 14m 

※１：作業場所での配置を考慮し保守的に設定 

２．評価結果 

「１．評価方法」に基づき，各作業エリアにおける線量率を評価した。表 4

に各作業エリアにおける線量率を示す。 

表 4 各作業エリアにおける線量率 

作業エリア 
原子炉格納容器から漏

えいに起因する線量率 

線源配管からの直接

線による線量率 
合計線量率 

原子炉隔離時冷

却系ポンプ室内
約 1.2×10－１２mSv／h 約 7.4mSv／h 約 7.4mSv／h 

低圧代替注水系

逆止弁付近
約 1.5×10－１２mSv／h 約 4.1mSv／h 約 4.1mSv／h 

大物搬入口 約 1.1×10－１２mSv／h 約 1.3mSv／h 約 1.3mSv／h 




